
わ
せ
た
効
果
的
な
指
導
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
二
十
年
度
に
実
施
す
る
南

丹
市
国
民
健
康
保
険
の
健
診
に
つ

い
て
は
、
詳
細
が
決
定
次
第
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
以
外

の
方
は
、
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療

保
険
者
が
実
施
す
る
健
診
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
医
療
保
険
者
と
は
、
対
象
者
が
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
の
こ
と
で
す
。
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平
成
二
十
年
度
か
ら
、
国
民
健

康
保
険
を
は
じ
め
と
す
る
全
医
療

保
険
者
に
ご
加
入
の
、
四
十
歳
か

ら
七
十
四
歳
の
被
保
険
者
、
被
扶

養
者
を
対
象
に
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
の
実
施
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
す
。

　
特
定
健
診
は
、
生
活
習
慣
病
の

根
源
と
言
わ
れ
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
て
実
施

さ
れ
、
そ
の
後
の
健
診
結
果
か
ら

対
象
者
を
選
定
し
、
対
象
者
に
合

退職者医療制度退職者医療制度退職者医療制度退職者医療制度
厚生年金などを受給するようになれば

が適用されます

～市役所へ届け出をしてください～

◆
対
象
と
な
る
人
◆

　
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
方（
退

職
被
保
険
者
本
人
）と
そ
の
扶
養

家
族
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
南
丹
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方

②
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
な

ど
の
年
金
を
受
け
て
お
ら
れ
る

方
で
、
加
入
期
間
が
二
十
年
以

上
も
し
く
は
、
四
十
歳
以
降
に

十
年
以
上
加
入
期
間
が
あ
る
方

③
老
人
保
健
制
度
の
適
用
を
受
け

て
い
な
い
方

◆
退
職
被
保
険
者
と
な
る
日
◆

　
年
金
受
給
権
が
発
生
し
た
日

が
、
退
職
被
保
険
者
に
な
る
日
で

す
。
受
給
権
が
発
生
し
、
年
金
を

も
ら
う
手
続
き
を
す
る
と
年
金
証

書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
そ
の
年

金
証
書
を
持
参
し
、
市
役
所
で
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
「
国

民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者
証
」

を
交
付
し
ま
す
。

◆
届
け
出
に
必
要
な
も
の
◆

　
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
･
年
金
証
書
･
印
鑑

◆
医
療
を
受
け
る
と
き
◆

　
負
担
割
合
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ

で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
国
保
医
療
課

☎
〇
七
七
一
|
六
八
|
〇
〇
一
一

各
支
所
保
健
福
祉
課

　
　
　
八
木
　
四
二
|
二
三
〇
〇

　
　
　
日
吉
　
六
八
|
〇
〇
三
二

　
　
　
美
山
　
六
八
|
〇
〇
四
一

　退職者医療制度の対象となる方の医療費の財源は、本人の自己負担と国民
健康保険税と被用者保険（会社などの健康保険）からの拠出金で賄われてい
ます。そのため、退職者医療制度の加入手続きを行わずに医療を受けると、
国民健康保険の負担が増えてしまいます。国民健康保険の医療費給付の負担
が増えることは、皆さんの国民健康保険税の引き上げへとつながります。国
民健康保険の安定した財政運営のためにも、退職者医療制度の対象となる方
は、加入の届け出をお願いします。

退職者医療制度への届け出のお願い

　平成18年6月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」により、来年4月から各
医療保険者(国民健康保険、健康保険組合など)に対し、40～74歳の被保険者・被扶養者を
対象とする、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した特定健診・特定保健指
導が始まります。南丹市国民健康保険では、この実施に向けた準備を進めています。

平成20年4月から平成20年4月から

特定健診・特定保健指導が始まります特定健診・特定保健指導が始まります特定健診・特定保健指導が始まります特定健診・特定保健指導が始まります
！！

四
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
の
方
は
、

特
定
健
診・保
健
指
導
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
二
十
年
四
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
二
十
年
四
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
二
十
年
四
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

平
成
二
十
年
四
月
か
ら

◆
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

　
　
　
　
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
は
◆

　
内
臓
脂
肪
の
蓄
積
（
腹
囲
が
男

性
八
十
五
㌢
以
上
・
女
性
九
十
㌢

以
上
）
で
、
高
血
圧
・
高
血
糖
・

脂
質
異
常
の
三
項
目
の
う
ち
、
二

項
目
以
上
を
満
た
す
場
合
に
、
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
診

断
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
因
子
の
程
度

が
軽
く
て
も
、
重
複
す
る
と
心
筋

梗
塞
や
脳
梗
塞
な
ど
を
引
き
起
こ

す
確
率
が
高
く
な
り
ま
す
。

◆
な
ぜ
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

　
　
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
す
る
の
◆

　
重
病
化
・
合
併
症
に
な
る
要
因

と
し
て
、
食
生
活
や
運
動
不
足
が

原
因
と
な
る
生
活
習
慣
病
の
増
加

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

は
早
い
段
階
で
あ
れ
ば
、
生
活
習

慣
を
改
善
す
る
こ
と
で
、
重
病
化

を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
す
。
そ
の

た
め
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ

ー
ム
要
注
意
の
方
に
対
し
、
保
健

指
導
を
実
施
し
ま
す
。

　後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は
、
七
十
五
歳
以
上
の
方
な
ど
を
対
象
に
し

た
新
し
い
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　老
人
医
療
費
が
増
大
す
る
中
、
高
齢
者
世
代
と
現
役
世
代
が
共
に
安
心

し
て
医
療
を
受
け
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
公
平
で
分
か
り
や
す

い
医
療
制
度
と
し
て
、
創
設
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　現
在
の
老
人
保
健
制
度
と
の
比
較
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

老人保健制度 後期高齢者医療制度

【老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較】

医療保険制度に
ついて

医療機関に提示
するもの

対象となる方

運営主体

財源

○市町村

　長年勤めていた会社などを退職し、厚生年金など（国民年金を除く）を
受けられるようになった方、またはその扶養家族は、老人保健の適用を受
けるまでは「退職者医療制度」で診療を受けることになります。年金を受
給するようになったら、14日以内に市役所へ届け出をしてください。

特定健診・特定保健指導の流れ

特定
健診

判定・
結果通知

特定
保健指導

詳細な健診基本的な健診
問診
＋

基本的な検査

＋

生活習慣の改善の必要性が

低い人
生活習慣の改善の必要性が

中程度の人
生活習慣の改善の必要性が

高い人

動機づけ支援

積極的支援

保
険
者
か
ら
受
診
者
へ

情
報
を
提
供

こ
う
そ
く

メタボリックシンドローム
予備群

メタボリック
シンドローム 動脈硬化

の進行
動脈硬化
の進行不健康な

生活習慣

運動不足

過栄養

喫煙

ストレス

内臓脂肪
の蓄積

（体重増加）

肥満

高血圧

脂質異常

高血糖

生活習慣
病の発症

肥満症

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

重病化・合併症
の発症

生活機能の低下

虚血性心疾患

脳卒中

糖尿病の合併症

半身の麻痺(まひ) 日常生活の支障 認知症

など

など

受 

付

医療保険者が実施する集団健診や
指定の医療機関などで受診します

○国民健康保険または被用者保険の
保険証と老人保健制度の医療受給
者証の２枚

○公費（国、都道府県、市町村）約５
割、国民健康保険または被用者保険
の保険料約５割

○７５歳以上の方
○６５歳以上７５歳未満で一定の障が
いがあると市町村の認定を受けた方

○国民健康保険または被用者保険に加
入しながら老人保健制度で医療を受給

○７５歳以上の方
○６５歳以上７５歳未満で一定の障がいが
あると広域連合の認定を受けた方
※ただし制度移行時において、老人保健制
度で認定を受けている方については、広
域連合の認定を受けたものとみなします
○国民健康保険または被用者保険から脱
退して広域連合が行う後期高齢者医療
制度に加入

○広域連合が交付する後期高齢者医療制
度の保険証

○後期高齢者医療広域連合（都道府県の
区域ごとに区域内の全市町村が加入）

○公費（国、都道府県、市町村）約５割
○後期高齢者支援金（現役世代からの支
援）約４割、被保険者の保険料約１割


